
- 1/9 -

虚
無
僧
の
歴
史
の
一
断
面

―

青
梅
鈴
法
寺
を
巡
っ
て

―

山
口
正
義

一
、
は
じ
め
に

筆
者
の
家
か
ら
数
キ
ロ
の
所
の
青
梅
市
新
町
に
都
史
跡
指
定
の
鈴
法
寺
跡
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
近
く
に
は
鈴
法
寺
に
ゆ
か
り
の
東
禅
寺
や
旧
吉
野
家
住
宅
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
青

梅
街
道
に
面
し
て
い
ま
す
。

鈴
法
寺
は
普
化
宗
括
総
派
本
寺
で
あ
り
、
下
総
の
一
月
寺
と
並
ぶ
普
化
宗
諸
派
の
触
頭
で

し
た
。
普
化
宗
と
は
そ
の
宗
旨
は
別
と
し
て
、
い
わ
ば
虚
無
僧
の
依
っ
て
立
つ
宗
派
で
あ
り
、

鈴
法
寺
は
虚
無
僧
寺
の
総
本
山
的
存
在
で
し
た
。
鈴
法
寺
と
東
禅
寺
の
開
基
は
吉
野
織
部
之

助
正
清
（
？
～
一
六
三
九
）
で
あ
り
、
織
部
之
助
は
武
蔵
野
の
新
田
開
発
の
先
駆
け
と
な
っ

た
青
梅
新
町
開
拓
の
中
心
人
物
で
し
た
。

こ
の
織
部
之
助
と
鈴
法
寺
中
興
開
山
の
月
山
養
風
（
秋
山
惣
太
郎
）
の
父
親
と
は
忍
城
の

戦
い
で
共
に
敵
と
戦
っ
た
仲
間
で
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
織
部
之
助
と
月
山
養
風
の
運
命
的
な
出
会
い
と
、
そ
の
後
の
虚
無
僧
の
歴
史
を
青
梅
鈴
法
寺
の
活
動
か
ら
述
べ

る
こ
と
に
し
ま
す
。

二
、
忍
城
の
戦
い

忍
城
の
戦
い
と
青
梅
新
町
と
は
意
外
な
結
び
つ
き
が
あ
り
ま
す
。
関
東
七
名
城
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
忍
城
は
、
文
明
年
間

（
一
四
六
九
～
八
六
）
の
初
め
頃
に
築
城
さ
れ
、
上
杉
、
北
条
氏
と
の
戦
い
に
も
落
城
せ
ず
、
石
田
三
成
の
水
攻
め
に
も
耐
え
、

戦
国
の
世
を
生
き
抜
い
た
名
城
で
し
た
。
忍
城
の
歴
史
で
特
に
有
名
な
の
は
勿
論
、
三
成
に
攻
め
ら
れ
た
天
正
十
八
年
（
一
五

九
〇
）
の
忍
城
の
戦
い
で
す
。

忍
城
の
戦
い
と
は
秀
吉
の
小
田
原
征
伐
の
一
環
で
、
天
正
十
八
年
六
月
か
ら
七
月
ま
で
続
き
ま
し
た
。
石
田
三
成
を
大
将
、

長
束
正
家
を
副
将
に
常
陸
、
下
野
、
下
総
の
諸
大
名
や
上
野
の
諸
将
を
先
鋒
に
忍
城
を
包
囲
し
ま
し
た
。
秀
吉
は
三
成
に
利
根

川
を
利
用
し
た
水
攻
め
を
行
う
よ
う
命
じ
、
利
根
川
か
ら
忍
城
付
近
ま
で
石
田
堤
の
建
設
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
水
量
が
少

な
く
水
攻
め
の
効
果
は
薄
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
後
の
増
水
に
よ
り
堤
が
決
壊
し
て
石
田
方
に
溺
死
者
が
出
る
な
ど
水
攻

め
は
失
敗
に
終
わ
り
、
落
城
し
な
い
ま
ま
小
田
原
城
開
城
を
受
け
て
開
城
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

後
世
の
著
述
に
な
り
ま
す
が
「
忍
城
戦
記
」
に
よ
れ
ば
、
寄
手
は
石
田
治
部
少
輔
三
成
を
総
大
将
に
大
谷
刑
部
少
輔
吉
隆
（
吉

（
１
）

継
）、
長
束
大
蔵
大
輔
正
家
、
速
水
甲
斐
守
晴
之
、
堀
田
図
書
之
助
勝
吉
、
野
々
村
伊
豫
守
雅
春
、（
中
略
）
其
外
関
東
諸
城
の

降
人
で
総
勢
二
万
三
千
百
余
人
。
こ
れ
に
対
し
て
守
り
は
長
野
口
、
北
谷
口
、
佐
間
口
、
下
忍
口
、
大
宮
口
、
行
田
口
、
皿
尾

口
、
持
田
口
の
八
口
（
各
口
二
百
～
八
百
人
）、
そ
れ
に
城
中
侍
六
十
九
人
、
足
軽
四
百
二
十
人
、
百
姓
町
人
寺
法
師
雜
兵
で
都

合
二
千
六
百
二
十
七
人
、
そ
の
外
城
中
に
十
五
歳
以
下
の
童
部
等
千
百
十
三
人
、
合
計
三
千
七
百
四
十
人
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
内
、
長
野
口
持
と
し
て
「
吉
田
和
泉
守
、
柴
崎
和
泉
守
、
三
田
加
賀
守
、
鎌
田
次
郎
左
衛
門
、
成
澤
庄
五
郎
、
吉
田
新

四
郎
、
三
田
次
郎
兵
衛
、
秋
山
惣
右
衛
門
、
足
軽
三
十
人
、
農
人
三
百
余
人
堅
レ

之
、
此
口
之
寄
手
大
谷
刑
部
少
輔
、
堀
田
図
書
、

松
浦
安
太
夫
、
其
外
騎
西
館
林
之
軍
勢
六
千
五
百
人
、
長
野
口
北
谷
迄
引
圍
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
三
百
余
人
対
六
千
五
百
人

囲

の
戦
い
で
し
た
。
ま
た
、「
其
外
城
中
佐
々
野
萬
十
郎
、
栗
原
攝
津
守
、
今
村
佐
渡
守
、
山
田
又
右
衛
門
、
加
藤
五
郎
兵
衛
、
吉

野
織
部
、
中
村
主
水
、
大
水
四
郎
右
衛
門
、
鈴
木
弾
正
、（
中
略
）
以
上
十
八
人
籠
二

所
々
一

門
堅
、
又
城
中
持
口
之
外
所
々
塀
裏
、

十
五
歳
以
上
童
等
添
レ

旗
、
百
姓
少
々
是
ヲ

雜
、
令
レ
見
二

大
勢
有
レ

之
勢
敵
兵
一

、
預
二

太
鼓
一

」
と
あ
り
、
八
口
の
外
に
城
中
に
子

下

供
も
含
め
た
役
目
を
負
っ
た
人
達
が
い
ま
し
た
。

図１．鈴法寺跡
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こ
の
戦
い
で
「
城
兵
柴
崎
和
泉
守
、
同
新
四
郎
、
三
田
加
賀
守
舎
弟
二
郎
兵
衛
、
鎌
田
次
郎
左
衛
門
、
成
澤
庄
五
郎
、
秋
山

惣
右
衛
門
、
其
外
従
二

城
中
一

為
二

加
勢
一

、
吉
野
織
部
、
鈴
木
弾
正
、
大
木
四
郎
右
衛
門
等
、
蹈
止
々
々
拒
戦
、
此
間
足
軽
農
人

マ
マ

等
漸
引
二

取
城
内
一

、
既
八
人
之
城
兵
欲
レ

入
二

門
内
一

処
、
大
谷
刑
部
少
輔
、
堀
田
図
書
助
等
組
輩
、
青
山
九
郎
八
、
飯
沼
主
水
追

番
、
欲
レ

入
レ

門
、
于
レ

時
鎌
田
次
郎
左
衛
門
、
成
澤
庄
五
郎
、
秋
山
惣
右
衛
門
三
人
、
猶
蹈
二

立
橋
上
一

、
以
レ

鑓
折
敷
、
突
立
々

々
相
戦
、（
中
略
）
此
間
敵
大
勢
競
來
、
三
人
一
所
討
死
」
と
あ
り
、
秋
山
惣
右
衛
門
と
吉
野
織
部
と
は
共
に
戦
っ
た
仲
で
あ
り
、

し
か
も
秋
山
惣
右
衛
門
は
討
死
し
て
い
ま
す
。

忍
城
の
戦
い
は
『
関
八
州
古
戦
録
』
に
も
記
述
が
あ
り
ま
す
が
「
忍
城
戦
記
」
ほ
ど
詳
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
書
で
は
「
吉

（
２
）

野
織
部
」
は
「
吉
野
織
部
助
」
と
あ
り
ま
す
。
本
稿
で
は
織
部
之
助
と
記
述
し
ま
す
。

三
、
青
梅
新
町
の
開
拓

こ
の
吉
野
織
部
之
助
こ
そ
、
後
の
慶
長
年
間
に
青
梅
新
町
を
切
り
開
い
た
人
で
す
。
そ
し
て
長
野
口
で
討
ち
死
に
し
た
秋
山

惣
右
衛
門
と
は
、「
仁
君
開
村
記
」
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。
少
し
長
く
な
り
ま
す
が
、
同
記
の
一
部
を
次
に

（
３
）

記
し
て
み
ま
す
。
な
お
、
仁
君
は
二
代
将
軍
秀
忠
を
指
し
、
秀
忠
の
仁
恵
に
よ
り
開
墾
し
新
し
く
村
落
を
開
い
た
と
い
う
意
味

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

柏
原
ニ
而

井
戸
穿
并

月
山
養
風
ニ
會
ス

一
慶
長
十
八
年
丑
ノ
八
月
朔
日
予
舅
之
方
柏
原
江

行
所
ニ
去
ル
天
正
十
八
年
忍
城
ニ
而

別
レ
候
古
朋
輩

秋
山
惣
右
エ
門
殿
子
息
惣
太
郎
出
家
染
衣
ニ
而

我
等
對
面
ス
久
敷
相
見
打
絶
候
物
語
事
終

只
今
者
何
方
ニ
御
住
居
候
哉
僧
之
申
御
存
之
通
我

（
「
知
」
欠
カ
）

等
幼
少
ニ
而

親
惣
右
エ
門
討
死
故
無
是
非
薦
無
僧

虚

勤
只
今
者

〇
鈴
法
寺
住
寺
ニ
御
座
候
由
也
御
名
ハ
何
ト

葦
草
村
〇

（
持
）

申
由
尋
る
僧
月
山
養
風
ト
申
候
予
申
直
ニ
御
苗
字
ヲ

秋
山
ト
被
成
候
ハ
ヽ
如
何
僧
之
申
秋
ハ
月
を
賞
美
致
故

月
山
と
号
候
扨
予
新
田
草
創
ニ
付
井
穿
を
尋

申
段
噺
ニ
覚
無
座
段
被
申
我
等
も
御
近
所
江

参

度
候
寺
地
御
寄
附
可
被
下
と
披
申
安
御
事
と
申
也

舅
被
申
様
井
穿
当
村
ニ
候
是
ハ
江
戸
ニ
而

穿
ニ
付

工
者
也
可
遣
旨
ニ
而

○
翌
二
日
ニ
帰
宅
ス

（
巧
）

井
穿
八
左
エ
門
ニ
約
束
堅
メ
○

月
山
法
師
被
参
寺
建
事

同
九
月
三
日
月
山
被
参
候
ニ
付
予
も
物
入
し
て
寺

分
ニ
草
庵
を
立
屋
敷
三
軒
分
寄
進
し
て
置

予
か
宅
ニ
止
宿
し
て
十
月

被
移
候

織
部
之
助
の
父
は
吉
野
対
馬
守
正
方
と
称
し
、
大
和
国
・
吉
野
の
生
ま
れ
で
武
蔵
国
熊
谷
在
（
現
・
行
田
市
）
忍
城
主
成
田

下
総
守
長
泰
の
家
臣
で
し
た
。

天
正
十
八
年
の
忍
城
の
戦
い
で
織
部
之
助
は
師
岡
村
（
現
・
青
梅
市
）
に
落
ち
の
び
、
土
着
し
て
農
業
に
い
そ
し
む
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
二
十
三
年
後
の
慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）
八
月
、
名
主
に
な
っ
て
い
た
織
部
之
助
は
新
田
開
発
を
幕

図２．吉野織部助の碑
（青梅市新町御嶽神社）
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府
に
願
い
出
、
開
村
の
た
め
井
戸
堀
職
人
を
捜
し
て
入
間
郡
柏
原
（
現
・
狭
山
市
柏
原
）
に
行
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
邂
逅
し
た
の
は
、
忍
城
の
戦
い
で
討
死
に
し
た
同
僚
秋
山
惣
右
衛
門
の

一
子
惣
太
郎
（
月
山
養
風
）
で
し
た
。
惣
太
郎
は
落
城
の
後
、
頼
る
人
も
な
く
虚

無
僧
と
な
り
葦
草
村
（
現
・
埼
玉
県
川
島
町
）
の
鈴
法
寺
住
職
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。
織
部
之
助
が
新
田
開
発
計
画
を
語
る
と
、
養
風
は
ぜ
ひ
新
町
へ
行
き
新
田
草

創
に
助
力
し
た
い
と
申
し
出
て
同
年
九
月
新
町
村
を
見
に
来
ま
し
た
。
織
部
之
助

は
屋
敷
三
戸
分
を
寄
進
し
、
こ
こ
に
草
庵
を
建
立
し
て
養
風
を
迎
え
ま
し
た
。
鈴

法
寺
は
こ
う
し
て
青
梅
へ
移
り
、
そ
の
後
新
田
開
発
は
成
功
し
、
幕
府
の
普
化
僧

（
虚
無
僧
）
保
護
政
策
で
鈴
法
寺
も
栄
え
ま
し
た
。
月
山
養
風
は
鈴
法
寺
二
十
代

で
中
興
の
祖
で
も
あ
り
ま
し
た
。
な
お
、
青
梅
市
根
ヶ
布
の
天
寧
寺
の
吉
野
家
墓

地
の
墓
誌
に
は
初
代
と
し
て
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

瑞
祥
院
殿
吉
山
浄
野
居
士

寛
永
十
六
年
十
月
五
日

織
部
之
助
正
清

吉
祥
院
殿
綴
巖
貞
補
大
姉

慶
安
五
年
三
月
十
四
日

妻

四
、
青
梅
新
町
の
鈴
法
寺

廓
嶺
山
虚
空
院
鈴
法
寺
は
、
は
じ
め
武
蔵
国
幸
手
藤
袴
村
（
現
・
幸
手
市
）
に
創
立
さ
れ
、
天
文
元
年(

一
五
三
二)

に
葦
草

さ

っ

て

村
に
移
転
し
た
と
い
い
ま
す
が
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
不
明
で
す
。
青
梅
の
鈴
法
寺
は
慶
長
十
八
年
九
月
三
日
、
織
部
之
助
よ

り
屋
敷
三
軒
分
寄
進
さ
れ
新
し
く
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

天
保
年
間(

一
八
三
〇
～
四
四)

に
は
末
寺
十
五
ヶ
寺
の
本
寺
と
し
て
全
国
に
特
異
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

化
政
期
の
「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
に
よ
れ
ば
「
鈴
法
寺
境
内
除
地
五
段
六
畝
二
十
九
歩
普
化
宗
諸
流
ノ
触
頭
ナ
リ
廓
嶺
山

（
４
）

ト
称
ス
本
堂
三
間
半
ニ
三
間
本
尊
弥
陀
仏
ヲ
安
ス
長
一
尺
余
ノ
木
像
ナ
リ
客
殿
ハ
三
間
半
ニ
四
間
開
山
養
風
是
モ
慶
長
十
九
年
吉

野
織
部
起
立
ト
イ
フ
薬
師
堂
九
尺
四
方
境
内
ニ
ア
リ
」
と
あ
り
、
わ
ず
か
な
が
ら
で
す
が
全
容
が
偲
ば
れ
ま
す
。
ま
た
、
天
保
五

年(

一
八
三
四)

の
武
蔵
国
多
摩
郡
御
嶽
山
道
中
記
の
『
御
嶽
菅
笠
』
に
は
新
町

（
５
）

村
の
風
景
が
あ
り
、
鈴
法
寺
を
描
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
が
あ
り
ま
す
。

（
６
）

鈴
法
寺
の
遺
品
に
は
本
堂
正
面
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
「
武
叢
禅
林
」
と
大
書

さ
れ
た
扁
額
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
縦
一
尺
八
寸
五
分
、
横
五
尺
一
寸
の
欅
の

へ
ん
が
く

板
で
、
近
く
の
東
禅
寺
に
保
存
さ
れ
青
梅
市
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
裏
面
に
は
本
堂
の
額
が
年
を
経
て
朽
ち
損
じ
た
た
め
再
造
す
る
と
し
、

材
料
は
鈴
法
寺
末
の
甲
斐
国
乙
黒
の
大
法
山
明
暗
寺
の
冠
義
が
施
主
と
な
っ
て

成
機
山
で
伐
っ
た
欅
で
文
化
二
年(

一
八
一
五)

に
作
成
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

（
７
）な

お
、
江
戸
市
中
の
牛
込
納
戸
町
に
鈴
法
寺
の
番
所
が
あ
り
ま
し
た
。
番
所

は
寺
務
を
扱
う
宗
務
所
で
住
職
や
役
僧
も
勤
務
す
る
所
で
し
た
。
こ
こ
に
あ
っ
た
普
化
禅
師
像
や
仏

具
・
什
器
類
は
法
身
寺
（
新
宿
区
）
に
区
指
定
文
化
財
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

余
談
で
す
が
、
勝
海
舟
の
『
氷
川
清
話
』
に
は
鈴
法
寺
の
番
所
で
蘭
学
者
高
野
長
英
を
一
時
救
っ

た
話
が
具
体
的
に
出
て
来
ま
す
。
蛮
社
の
獄
（
天
保
十
年
）
で
自
首
す
る
前
の
逃
亡
し
て
い
る
時
の

こ
と
で
す
。
救
っ
た
の
は
鈴
法
寺
三
十
一
代
住
職
の
「
愛
璿
」
で
し
た
。
海
舟
は
愛
璿
の
こ
と
を
「
豪

あ
い
え
い

傑
の
士
だ
っ
た
」
と
称
え
て
い
ま
す
。

五
、
鈴
法
寺
の
活
動
（
鈴
法
寺
に
纏
わ
る
史
料
か
ら
）

図４．御嶽菅笠の新町村
(鈴法寺を描いたのか？)

図５．鈴法寺の扁額
(東禅寺、筆者写す）

図３．旧吉野家住宅
（新町村の名主は織部之助から代々世

襲されました。この建物は幕末に建築

したもの）
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一
般
の
寺
院
と
異
な
り
、
経
典
ら
し
き
も
の
も
な
く
檀
家
も
な
く
、
従
っ
て
仏
事
も
行
わ
な
い
普
化
宗
寺
院
（
虚
無
僧
寺
）

は
、
そ
の
活
動
も
特
異
で
あ
り
ま
し
た
。
史
料
を
も
と
に
具
体
例
を
幾
つ
か
述
べ
ま
す
。
青
梅
鈴
法
寺
の
創
成
時
の
ど
こ
か
の

ん
び
り
し
た
記
述
と
異
な
り
、
俄
然
生
臭
い
も
の
と
な
り
ま
す
。

（
一
）
慶
長
掟
書
関
係

虚
無
僧
の
歴
史
を
語
る
上
で
二
つ
の
重
要
な
書
が
あ
り
ま
す
。「
虚
鐸
伝
記
国
字
解
」
と
「
慶
長
掟
書
」
で
す
。
と
も
に
虚
実

入
り
混
じ
っ
た
偽
書
で
す
が
、
虚
無
僧
の
歴
史
は
こ
の
偽
書
の
上
に
成
立
し
た
特
異
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
前
者
は
普
化
宗
の

歴
史
や
虚
無
僧
の
系
譜
、
普
化
尺
八
曲
の
由
来
な
ど
を
記
し
た
も
の
で
す
が
、
偽
書
き
と
い
う
の
が
定
説
で
す
。
一
方
、
慶
長

掟
書
は
虚
無
僧
が
金
科
玉
条
と
し
た
も
の
で
、
徳
川
家
康
か
ら
の
お
墨
付
き
を
名
目
と
し
て
慶
長
十
九
年
に
発
せ
ら
れ
た
と
す

る
偽
の
公
文
書
で
し
た
。
掟
書
に
は
「
虚
無
僧
の
儀
は
、
勇
士
浪
人
一
時
の
隠
家
と
な
し
、
守
護
入
れ
ざ
る
の
宗
門
」、「
日
本

国
中
往
来
の
自
由
を
差
免
し
、
芝
居
や
渡
船
な
ど
は
自
由
」
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
虚
無
僧
は
こ
れ
ら
の

特
権
で
保
護
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
、
尺
八
吹
奏
に
よ
る
托
鉢
以
外
に
隠
密
行
動
・
仇
討
な
ど
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
し

た
。
特
権
的
優
遇
措
置
で
あ
る
こ
の
掟
書
は
十
九
世
紀
初
頭
ま
で
創
作
が
重
ね
ら
れ
ま
し
た
。
信
憑
性
を
疑
う
幕
府
は
し
ば
し

ば
掟
書
の
原
本
の
提
出
を
虚
無
僧
の
い
る
普
化
宗
の
本
寺
に
求
め
ま
し
た
が
一
定
の
も
の
は
な
く
、
か
と
言
っ
て
廃
止
ま
で
に

も
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
「
慶
長
掟
書
」
に
鈴
法
寺
も
様
々
な
形
で
絡
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
内
容
に
一
貫
性
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
主
な
も
の
を
次
に
述
べ
ま
す
。
な
お
、
慶
長
掟
書
に
は
九
・
十
・
十
七
・
二
十
ヶ
条
な
ど
様
々
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

○
寛
政
元
年(

一
七
八
九)

、
鈴
法
寺
か
ら
上
申
し
た
書
面
の
前
文
で
「
慶
長
十
九
年
、
板
倉
伊
賀
守
様
、
本
多
佐
渡
守
様
、
以

御
連
印
被
仰
出
候
御
書
付
焼
失
仕
候
」
と
し
て
、
本
文
で
「
焼
失
以
来
、
写
相
見
不
申

余
は
口
上
に
て
奉
申
上
候
」
と
し

焼
失
を
理
由
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
慶
長
掟
書
の
信
憑
性
を
疑
う
幕
府
が
「
掟
書
」
の
提
出
を
求
め
た
の
に
対
し
て
の
回

（
８
）

答
で
す
。

○
寛
政
四
年(

一
七
九
二)

、
幕
府
の
下
問
に
応
じ
後
に
鈴
法
寺
二
十
八
代
住
職
と
な
る
竹
渓
嘯
虎(
？
～
一
八
二
七)

（
当
時
鈴

ち
く
け
い
し
ょ
う
こ

法
寺
の
末
寺
で
上
州
太
田
の
利
光
寺
看
守
）
が
幕
府
に
提
出
し
た
掟
書
。
こ
れ
は
十
ヶ
条
か
ら
成
る
も
の
で
、
次
の
よ
う
に

（
９
）

虚
無
僧
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
こ
と
が
並
ん
で
い
ま
す
。
内
閣
文
庫
に
あ
る
も
の
で
す
（
図
６
）。

（
１
０
）

御
入
国
之
砌
被
仰
渡
候

御
掟
書

一
虚
無
僧
之
儀
者

勇
士
浪
人
一
時
之
爲
隠
家
不
入
守
護
之
宗
門

依
而

天
下
之
家
臣
諸
士
之
席
可
定
之
条
可
得
其
意
事

一
虚
無
僧
諸
国
行
脚
之
節
疑
敷
者
見
懸
候
節
者
早
速
其
所
へ

留
置
国
領
者
其
役
人
へ
相
渡
地
領
代
官
所
其
村
役
人
へ

相
渡
可
申
事

一
虚
無
僧
之
義
者
勇
士
爲
兼
帯
自
然
敵
抔
相
尋
旅
行

依
諸
国
之
者
虚
無
僧
へ
対
シ
慮
外
麁
末
之
品
其
外

そ
ま
つ

托
鉢
障
六
ヶ
敷
義
出
来
候
節
其
子
細
相
改
本
寺
迄
可

申
達
候
於
本
寺
不
相
済
儀
者
早
速
江
戸
奉
行
所
へ

可
告
来
事

一
虚
無
僧
止
宿
者
諸
寺
院
或
者
駅
宿
之
役
所
へ
可
致

旅
宿
事

一
虚
無
僧
法
冠
猥
不
可
取
者
と
萬
端
可
心
得
事

一
尋
者
申
付
候
節
者
宗
門
諸
流
可
抽
丹
精
事

一
虚
無
僧
敵
討
申
度
者
有
之
者
遂
吟
味
兼
而
断

図６．内閣文庫の掟書（国立公文書館、３頁ものの複写を筆者が連結）
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本
寺
従
本
寺
可
訴
出
事

一
諸
士
血
刀
提
寺
内
駈
込
依
願
者
其
起
本
糺
可
抱
置
若

弁
舌
を
以
申
掠
者
於
有
之
ハ
早
速
可
訴
出
事

一
本
寺
宗
法
出
置
其
段
無
油
断
爲
相
守
宗
法
相
背
候

於
有
之
者
急
度
宗
法
可
行
事

一
虚
無
僧
常
ニ
小
太
刀
懐
剣
等
心
懸
所
持
可
致
事

右
之
條
々
堅
相
守
武
門
之
正
道
不
失
武
者
修
行
之
宗
門

と
可
心
得
者
也
爲
其
日
本
國
中
往
来
自
由
差
免
置
所

決
定
如
件

本
多
上
野
介
印

慶
長
十
九
年
寅
正
月

板
倉
伊
賀
守
印

本
多
佐
渡
守
印

虚
無
僧
寺
江

ま
ず
、「
勇
士
浪
人
一
時
の
隠
家
」
と
し
て
何
か
の
都
合
に
よ
り
、
一
時
的
に
そ
の
身
を
虚
無
僧
寺
に
預
け
る
と
い
う
も
の
で
、

「
守
護
入
れ
ざ
る
の
宗
門
」
で
い
わ
ば
虚
無
僧
の
治
外
法
権
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
勇
士
浪
人
の
都
合
と
は
、
当
時
の
世
相

を
反
映
し
て
主
家
を
失
っ
た
武
士
が
再
起
を
期
す
ま
で
の
仮
の
姿
を
指
し
て
い
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
す
。
つ
ま
り
、
こ

の
こ
と
自
体
が
他
の
宗
教
と
本
質
的
に
異
な
り
、
再
仕
官
す
る
ま
で
の
仮
り
の
姿
で
あ
り
、
一
時
的
な
糊
口
凌
ぎ
で
し
か
な

い
と
言
っ
て
い
る
の
と
同
じ
で
す
。
ま
た
虚
無
僧
に
は
捕
縛
権
が
あ
る
と
か
、
諸
国
往
来
権
や
、
法
冠
（
天
蓋
：
深
編
笠
）

で
面
体
を
隠
せ
る
と
か
、
敵
討
ち
が
許
さ
れ
る
と
か
、
小
太
刀
懐
剣
の
所
持
ま
で
と
言
い
た
い
放
題
で
す
。
こ
れ
が
慶
長
掟

書
の
実
態
で
し
た
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
虚
無
僧
が
公
儀
の
御
用
筋
と
か
隠
密
者
で
あ
る
と
か
言
わ
れ
る
所
以
で
も
あ
り
ま

し
た
。

○
寛
政
七
年(

一
七
九
五)

に
は
「
御
入
国
以
来
、
官
位
昇
進
等
仕
候
儀
無
之
（
中
略
）
右
の
手
続
旧
記
等
、
去
元
禄
年
中
大
火

の
節
焼
失
仕
候
」
と
焼
失
を
理
由
に
提
出
を
拒
ん
で
い
ま
す
。

（
８
）

○
天
保
二
年(

一
八
三
一)

十
一
月
三
日
、
鈴
法
寺
よ
り
院
代
安
楽
寺
住
職
戢
我
の
名
を
以
て
寺
社
奉
行
に
提
出
し
た
も
の
は
二

し
ゆ
う
が

十
ヶ
条
か
ら
な
る
も
の
で
す
。
全
文
は
省
略
し
ま
す
が
、
慶
長
掟
書
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
条
文
数
も
増
す
傾
向
が
あ
り
、

（
１
１
）

そ
の
内
容
は
細
か
く
具
体
的
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
初
め
の

頃
の
内
容
か
ら
か
け
離
れ
た
内
容
に
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
虚
無
僧
以
外
の
尺
八
吹
奏
の
禁
止
、
集
団
謀
議
の
禁
止
、

托
鉢
は
二
人
で
行
う
こ
と
、
刀
な
ど
の
武
具
の
携
帯
を
禁
止
し
な
が

ら
一
尺
以
下
の
刃
物
懐
剣
は
許
す
、
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。
物

騒
な
条
文
も
あ
り
ま
す
。
虚
無
僧
同
士
が
敵
同
士
と
分
か
っ
た
ら
還

俗
さ
せ
て
寺
内
で
勝
負
さ
せ
よ
と
い
う
の
も
あ
る
。
信
じ
ら
れ
な
い

よ
う
な
内
容
で
す
が
、「
虚
無
僧
自
然
互
に
敵
に
候
は
ば
遂
吟
味
双
方

分
無
之
様
還
俗
申
付
於
寺
内
勝
負
為
致
可
申
候
勿
論
諸
士
の
外
不
差

免
贔
負
片
落
成
仕
形
仕
間
敷
事
」
と
あ
り
ま
す
。
虚
無
僧
寺
は
仇
討

ち
を
す
る
者
も
さ
れ
る
側
の
者
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
の
で

あ
っ
て
、
か
な
り
物
騒
な
「
掟
」
で
す
。
以
上
は
こ
れ
以
前
の
慶
長

掟
書
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
す
。

変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、「
托
鉢
修
行
の
節
尺
八
定
寸
を
離
れ
長
短
の

尺
八
色
色
の
竹
吹
申
間
敷
事
」
と
も
あ
り
ま
す
。
尺
八
の
定
寸
で
あ

図７．内閣文庫の虚無僧御條目(最初と最後の部分)

(国立公文書館）
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る
一
尺
八
寸
以
外
の
も
の
は
使
用
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
も
の
で
、
逆
に
定
寸
以
外
の
も
の
が
既
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
、
当
時
の
世
相
を
示
す
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
虚
無
僧
は
天
下
の
家
臣
諸
士
の
席
だ
か
ら
、

武
門
の
正
道
を
失
っ
て
は
な
ら
ず
何
時
で
も
還
俗
で
き
る
よ
う
に
表
に
は
僧
の
形
を
学
び
、
内
心
で
は
武
者
修
行
の
宗
法
と

心
得
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
条
文
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
の
も
の
が
内
閣
文
庫
に
あ
り
ま
す
（
図
７
参
照
）。

（
１
０
）

（
二
）
往
古
之
掟
十
七
ヶ
条

延
宝
五
年(

一
六
七
七)

六
月
に
鈴
法
寺
（
及
び
一
月
寺
）
か
ら
出
さ
れ
た
「
往
古
之
掟
十
七
ヶ
条
」
は
、
文
字
通
り
「
昔
か

（
１
２
）
（
１
３
）

ら
虚
無
僧
は
こ
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
こ
と
を
こ
と
細
か
に
述
べ
た
も
の
で
す
。
暴
走
し
が
ち
な
虚
無
僧
た
ち

を
規
制
す
る
側
面
が
あ
る
一
方
、
宗
門
改
め
や
本
末
制
度
の
時
代
背
景
の
中
で
、
幕
府
か
ら
の
公
認
を
得
る
た
め
に
虚
無
僧
た

ち
が
自
分
た
ち
の
立
場
を
正
当
化
す
る
た
め
に
仕
掛
け
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
文
１
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

①
～
⑤
は
公
儀
の
御
法
度
や
諸
国
の
法
を
守
る
こ
と
、
宗
門
の
法
式
を
乱
さ
な
い
こ
と
、
一
宗
の
方
式
を
知
ら
な
い
僧
を
後

任
に
し
な
い
こ
と
、
本
寺
末
寺
の
規
式
を
守
る
こ
と
、
な
ど
規
律
を
述
べ
て
い
ま
す
。
⑥
は
看
経
（
経
文
を
読
む
こ
と
）
に
勤

か
ん
き
ん

め
る
こ
と
、
⑦
は
寺
建
立
の
時
は
檀
那
の
寄
進
が
あ
っ
て
も
結
構
美
麗
に
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
檀
家
を
持
た
な
い
虚

無
僧
寺
に
こ
の
よ
う
な
規
律
を
内
部
で
求
め
て
い
た
の
か
疑
問
で
す
。
⑧
は
由
緒
有
っ
て
弟
子
の
望
み
が
あ
っ
て
も
み
だ
り
に

弟
子
に
し
な
い
こ
と
、
⑨
は
往
来
行
脚
の
弟
子
は
宿
泊
先
で
酒
を
飲
ん
だ
り
博
打
を
打
っ
た
り
し
な
い
こ
と
、
夜
行
の
節
は
大

声
を
出
さ
な
い
こ
と
と
も
あ
り
ま
す
。
⑩
は
弟
子
等
大
小
刀
を
持
っ
て
は
い
け
な
い
、
⑪
は
徒
党
を
結
び
闘
諍
を
企
て
虚
無
僧

に
不
似
合
の
事
業
を
し
な
い
こ
と
、
⑫
は
例
え
弟
子
た
り
と
も
数
年
遠
国
に
却
回
す
る
者
は
よ
く
そ
の
意
を
聞
き
失
事
な
け
れ

ば
差
置
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
⑬
は
他
派
の
虚
無
僧
が
参
来
し
て
自
派
の
虚
無
僧
に
な
り
た
い
と
い
う
場
合
は
糺
明
し
て
か
ら

抱
え
置
こ
と
、
⑭
は
宗
法
に
背
く
弟
子
は
証
拠
を
決
し
て
本
寺
に
窺
い
擯
罰
（
具
体
的
内
容
は
不
明
）
の
こ
と
、
⑮
は
江
戸
吹

入
の
虚
無
僧
は
慥
に
其
の
師
匠
虚
無
僧
の
名
を
聞
き
急
度
追
却
す
こ
と
、
⑯
は
寺
地
質
物
に
入
れ
奢
侈
す
べ
か
ら
ず
と
い
う
も

の
、
⑰
は
近
辺
に
出
る
場
合
で
も
袈
裟
衣
を
着
、
尺
八
を
持
つ
べ
き
こ
と
、
と
い
っ
た
内
容
で
す
。

⑪
一
結
二

徒
党
一

企
二

闘
諍
一

不
三
以
二

合
虚
無
僧
一

事
業
不

可
為
致
之
若
猥
ニ
相
背
者
急
度
可
二

申
付
一

事

⑫
一
縦
雖
レ

為
二

弟
子
一

数
年
在
二

遠
国
一

為
二

却
回
一

者
能

々
問
二

意
趣
一

於
三

他
方
無
二

失
事
一

者
可
二

差
置
一

事

⑬
一
他
派
之
虚
無
僧
参
来
致
レ

勤
仕
度
由
申
者
於
レ

有
レ

之
者
悉
遂
二

糺
明
可
二

抱
置
一

事

⑭
一
宗
法
相
背
弟
子
於
レ

有
レ

之
者
決
二

証
拠
一

窺
二

本
寺
一

可
レ

令
二

擯
罰
事

⑮
一
江
戸
吹
入
之
虚
無
僧
於
レ

有
レ

之
者
慥
聞
二

其
師
匠

虚
無
僧
之
名
一

可
二

追
却
一

事

⑯
一
寺
地
入
二

質
物
一

不
レ

可
二

奢
侈
一

附

不
レ

可
下

荒
二

四
壁
一

伐
中

竹
木
上

事

⑰
一
雖
レ

出
二

近
辺
一

着
二

袈
裟
衣
一

可
レ

申

有
髪
之
弟
子

ハ
可
レ

為
下

着
二

袈
裟
一

持
中

尺
八
上
事

右
之
條
々
餘
準
レ

之
無
二

断
絶
一

可
三

守
二

護
之
一

夫
万

行
由
レ

心
一
切
在
レ

我
一
切
事
業
従
二

名
聞
一

起
止
レ

之
可
レ

勤
若
此
旨
於
二

相
背
輩
一

者
急
度
可
二

申
付
一

者
也
仍
如
レ

件

延
宝
五
丁
巳
年
六
月

一
月
寺

鈴
法
寺

文１．往古之掟十七ヶ条

往
古
之
掟
拾
七
ヶ
條
（
或
は
先
師
拾
七
ヶ
條
掟
）

①
一
公
儀
之
御
法
度
万
端
不
二

及
レ

申
候
一

事

②
一
背
二

国
法
一

到
来
之
者
於
レ

有
二

其
理
一

者
無
二

異
議
一

早
速

可
レ

返
之
事

③
一
宗
門
之
法
式
不
レ

可
二

相
乱
一

若
不
行
儀
之
輩
於
レ

有
レ

之
者
急
度
沙
汰
事

④
一
不
レ

知
二

一
宗
之
法
式
一

之
僧
不
レ

可
レ

立
二

後
住

附
不
レ

可
三

執
二

行
新
二

奇
怪
之
法
一

事

⑤
一
本
末
寺
之
規
式
不
二

相
乱
一

可
レ

勤

若
理
不
尽
於
レ

有
レ

之
者
可
レ

及
二

沙
汰
一

事

⑥
一
宗
門
如
二

古
法
一

夙
農
月
夕
看
経
看
教
無
二

懈
怠
一

可
レ

勤
事

⑦
一
寺
建
立
之
時
十
方
之
檀
那
寄
進
而
雖
レ

立
レ

之
不
レ

可
レ

及
二

結
構
美
麗
一

事

⑧
一
雖
下

有
二

由
緒
一

弟
子
之
望
上

猥
不
レ

可
レ

致
二

弟
子
一

若
無
レ

拠
儀
於
レ

有
レ

之
者
能
ゝ
問
二

其
起
本
一

決
定
二

之
一

可
レ

致
二

師
弟
の
誓
諾
一

事

⑨
一
往
来
行
脚
之
弟
子
等
於
二

先
々
一
宿
一

者
飲
酒
瀦
浦
可
三

チ

ョ

ボ

停
二

止
之
一

附

夜
行
之
節
高
話
致
間
敷
事

⑩
一
弟
子
等
大
小
刀
不
レ

可
レ

持
若
亦
他
之
虚
無
僧
於
レ

持
レ

之

者
留
置
急
度
可
レ

断
二

師
匠
一

事

虚無僧の歴史の一断面
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（
三
）
留
場
と
狼
藉

留
場
と
は
寺
院
の
縄
張
り

で
す
。
一
部
の
虚
無
僧
の
喜

捨
な
ど
の
無
理
強
い
は
農
民

た
ち
を
苦
し
め
ま
し
た
。
貧

困
の
村
は
寺
社
奉
行
に
虚
無

僧
の
托
鉢
に
応
じ
ら
れ
な
い

事
情
を
申
し
出
た
り
、
ま
た

留
場
に
指
定
し
て
も
ら
い
留

場
料
（
取
締
料
）
を
払
っ
て

虚
無
僧
の
来
村
を
回
避
し
た

り
し
ま
し
た
。

○
明
和
七
年(

一
七
七
〇)

六

月
に
鈴
法
寺
鑑
司
の
租
境

か
ら
熊
川
村
（
福
生
市
）
名
主
に
宛
て
た
も
の
は
、
他
宗
門
弟
の
托
鉢
時

に
止
宿
を
断
る
よ
う
に
と
の
一
札
で
す
（
文
２
）。

（
１
４
）

○
文
化
二
年(

一
八
〇
五)

に
河
内
村
（
奥
多
摩
町
小
河
内
）
と
鈴
法
寺
恩
栄

が
取
交
し
た
留
場
証
文
が
あ
り
ま
す
（
文
３
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
一
分
二

（
８
）

朱
の
留
場
料
を
貰
っ
た
の
で
貴
村
を
永
く
留
場
に
指
定
す
る
。
但
し
托
鉢

以
外
の
宗
門
の
用
で
そ
ち
ら
に
行
っ
た
時
は
当
寺
の
印
鑑
を
持
参
さ
せ
る

か
ら
、
そ
の
印
形
を
あ
ら
た
め
て
立
入
を
承
知
し
て
頂
き
た
い
。
他
の
寺

の
虚
無
僧
が
行
っ
て
言
い
掛
か
り
を
つ
け
た
よ
う
な
場
合
は
、
そ
の
ま
ま

村
方
へ
留
置
し
て
お
い
て
当
寺
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
早
速
出
掛
け
て

行
っ
て
身
柄
を
引
取
り
、
そ
ち
ら
に
は
迷
惑
を
か
け
な
い
」
と
い
う
こ
と

を
誓
約
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
留
場
は
寺
院
経
営
の
苦
し
さ
と
と
も

に
年
々
増
え
、
留
場
料
の
前
借
も
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

○
文
政
十
二
年(

一
八
二
九)

に
は
青
梅
近
在
の
十
七
ヶ
村
連
名
で
「
新
町
鈴

法
寺
留
場
之
儀
前
年
よ
り
数
度
村
々
へ
穀
代
成
崩
前
借
い
た
し
年
砥
中
又

々
前
借
致
呉
候
様
押
而
無
心
致
無
援
住
其
意
候
事
等
度
々
有
之
一
同
難
義

に
御
座
候
間･･

･

」
と
、「
留
場
穀
銭
の
前
借
が
度
々
に
及
び
組
合
の
諸
村
難
儀
の
次
第
な
の
で
、
今
後
鈴
法
寺
の
役
僧
が
無

心
に
来
て
も
断
る
こ
と
に
し
よ
う
」
と
し
た
文
書
が
残
っ
て
い
ま
す
。

（
８
）

○
天
保
十
三
年(

一
八
四
二)

に
鈴
法
寺
役
僧
か
ら
河
内
村
へ
宛
て
た
「
取
締
一
札
之
事
」（
文
４
）
は
虚
無
僧
の
取
締
り
承
諾
書

（
８
）

で
す
が
、
そ
の
代
わ
り
に
穀
代
を
受
領
し
た
も
の
で
す
。「
宗
門
の
僧
が
止
宿
す
る
の
は
、
農
繁
期
は
迷
惑
さ
れ
る
こ
と
と

思
う
の
で
、
取
締
り
を
承
知
し
た
。
格
別
の
宗
用
以
外
に
泊
り
込
み
は
遠
慮
さ
せ
る
。
も
し
心
得
違
い
の
虚
無
僧
が
い
た
ら

通
知
し
て
く
れ
」
と
い
う
も
の
で
す
。

○
安
政
五
年(

一
八
五
八)

十
二
月
の
史
料
（
文
５
）
は
、
寺
社
奉
行
が
「
普
化
宗
ニ
取
締
料
抔
と
唱
勧
物
一
時
ニ
請
取
候
義
」

（
１
５
）

（
托
鉢
料
な
ど
）
を
鈴
法
寺
に
尋
ね
た
回
答
書
で
、
鈴
法
寺
は
村
々
へ
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
双
方
熟
談
し
て
取
締
料
を
決

め
た
い
、
虚
無
僧
に
取
立
る
と
き
は
宗
の
掟
を
守
ら
せ
る
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
こ
う

い
っ
た
こ
と
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

留
場
証
文
の
事

一
金
壱
分
二
朱
也

右
者
此
度
為
茶
湯
料
御
寄
進
被
致
寺
納
候
然

る
上
は
此
の
利
分
を
以
て
永
く
留
場
に
相
定

上
は
虚
無
僧
修
行
並
止
宿
等
致
申
間
敷
候
乍

然
御
用
宗
の
節
者
此
方
よ
り
印
鑑
差
出
申
候

間
其
印
形
と
御
引
合
御
承
知
可
被
成
候
万
一

他
の
虚
無
僧
罷
越
六
ヶ
敷
義
申
候
は
ば
其
の

儘
村
方
へ
御
留
置
早
速
当
寺
へ
御
届
可
有
之

候
は
ば
此
方
よ
り
罷
越
相
改
候
上
に
て
引
取

村
方
へ
御
苦
労
懸
申
間
敷
候
、
尤
も
前
書
の

趣
後
代
へ
申
伝
相
違
無
之
様
可
致
候
為
後
日

の
留
場
証
文
仍
而
如
件

文
化
二
乙
丑
年
十
一
月

新
町
村

鈴
法
寺

印

思
栄

印

河
内
村
御
役
人
衆
中

取
締
一
札
之
事

一
其
村
方
の
儀
前
々
よ
り
宗
門
之
僧
修
行
止

宿
罷
越
候
砌
農
業
繁
多
之
時
節
其
外
共
取

扱
に
被
致
迷
惑
候
筋
も
有
之
付
今
般
拙
寺

へ
取
締
之
儀
被
相
願
致
承
知
然
る
上
者
御

用
立
格
別
の
宗
用
之
外
者
修
行
止
宿
等
為

致
遠
慮
可
申
候
万
一
心
得
違
の
僧
罷
越
彼

是
申
候
者
拙
寺
へ
可
被
申
越
候
早
々
相
越

宗
法
の
通
寺
号
へ
引
取
始
末
致
し
村
方
へ

少
も
苦
労
相
掛
申
間
敷
候
為
其
取
締
一
札

仍
如
件天

保
十
三
寅
年
三
月
二
十
一
日

鈴
法
寺

役
僧

印

武
州
多
摩
郡
河
内
村
御
役
人
衆
中

一
札
之
事

一
其
御
村
方
之
儀
者
拙
寺
門
弟
托
鉢
之
寺
場

ニ
御
座
候
然
所
当
寅
年
ゟ
以
御
相
対
留
場

ニ
相
定
メ
申
候
依
之
夏
冬
両
度
御
村
方
家

別
ニ
相
廻
り
出
来
石
相
集
メ
申
候
已
来
何

国
何
方
宗
門
寺
院
之
門
弟
罷
越
候
共
拙
寺

留
場
之
趣
御
申
聞
托
鉢
止
宿
等
之
義
御
断

可
被
成
候
万
一
彼
是
六
ヶ
敷
申
候
虚
無
僧

有
之
候
ハ
ゝ
拙
寺
江
可
被
仰
聞
候
拙
寺
方

江
引
請
少
茂
御
世
話
懸
ヶ
申
間
敷
候
為
後

日
一
札
仍
而
如
件

明
和
七
寅
年
六
月

同
国
同
郡
新
町
村

鈴
法
寺
鑑
司

租
境

印

武
州
多
摩
郡
熊
川
村

名
主
五
右
衛
門
殿

文２．熊川村の止宿断りの一札

文３．鈴法寺から河内村への留場証文文４．取締一札之事

虚無僧の歴史の一断面
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六
、
お
わ
り
に

青
梅
鈴
法
寺
の
成
立
ち
か
ら
そ
の
後
の
主
な
活
動
ま
で
虚
無
僧

の
歴
史
の
一
部
を
見
て
き
ま
し
た
。
が
、
鈴
法
寺
の
活
動
に
つ
い

て
言
え
ば
、
そ
れ
は
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
の
も
の
ば
か
り
で
あ

り
、
虚
無
僧
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
を
問
わ
れ
る
も
の
で
も

あ
り
ま
す
。
虚
無
僧
や
虚
無
僧
寺
の
動
き
の
背
景
に
は
関
ヶ
原
以

降
の
お
び
た
だ
し
い
浪
人
へ
の
幕
府
の
施
策
が
あ
っ
た
と
も
言
わ

れ
ま
す
が
、
普
化
宗
の
教
義
は
調
べ
る
に
、
唐
の
普
化
禅
師
が
街

頭
で
鈴
を
鳴
ら
し
て
唱
え
て
い
た
と
言
わ
れ
る
「

明
頭
来

明
頭
打
、

み
ょ
う
と
う
ら
い

暗
頭
来
暗
頭
打
。
四
方
八
面
来
旋
風
打
、
虚
空
来
連
架
打
」
の
わ

あ
ん
と
う
ら
い

ず
か
二
十
六
文
字
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
と
て
も
宗
教
と
言
え
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
檀
家
も
な
く
仏
事
も
行
わ
な
い

普
化
宗
（
虚
無
僧
）
の
歴
史
は
、
大
局
的
に
見
れ
ば
虚
構
の
歴
史

で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
誤
解
を
恐
れ
ず

に
言
え
ば
、
ま
じ
め
な
虚
無
僧
た
ち
が
今
に
伝
わ
る
芸
術
的
に
極

め
て
高
い
尺
八
の
古
典
本
曲
を
沢
山
遺
し
て
く
れ
た
の
も
事
実
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
は
少
な
く
と
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
し
ょ

う
。虚

無
僧
の
歴
史
は
明
治
維
新
に
よ
っ
て
武
士
の
特
権

が
否
定
さ
れ
る
と
、
武
士
の
出
身
を
唱
え
、
し
か
も
民

衆
へ
の
不
法
狼
藉
を
行
っ
て
い
た
「
普
化
宗
」
は
廃
宗

と
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
明
治
四
年
十
月
二
十
八
日

付
の
太
政
官
布
告
で
普
化
宗
は
廃
止
さ
れ
、
鈴
法
寺
も

廃
寺
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
「
太
政
官
布
告
」
に
付
け

ら
れ
た
「
大
蔵
省
伺
」
と
い
う
公
文
書
に
は
「
有
害
無

用
な
一
宗
旨
、
之
に
加
へ
其
の
虚
無
僧
と
唱
ふ
る
も
の

従
前
多
く
は
品
行
よ
ろ
し
か
ら
ざ
る
武
士
の
流
族
に
出

て
、
自
然
平
素
の
所
業
、
傲
慢
無
礼
に
渉
り
、
僻
遠
の

村
落
に
托
鉢
歩
行
の
節
々
、
良
民
を
苦
し
め
候･

･
･
･
･

民
情
を
蠹
し
、
風
俗
を
壊
り
、
其
の
害
も
少
な
か
ら
ず
」
と
あ
り
、
普
化
宗
廃
止
の
理
由
は

と

（
１
６
）

全
く
一
刀
両
断
的
な
処
置
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
、
全
く
哀
れ
な
終
焉
で
も
あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
一
年
後
に
は
尺
八
吹
奏
に
よ
る
托
鉢
の
行
為
も
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
鈴
法
寺
は
明
治
二
十
八
年
に
火
災
に
よ
り
焼
失
、
現
在
で
は
幾
つ
か
の
墓
碑
の
寺

跡
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
が
、
そ
の
囲
い
の
屋
根
下
に
は
歴
代
住
職
の
名
が
記
さ
れ
た
板
が
あ

り
ま
す
。
昭
和
四
十
五
年
都
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
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献
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候
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鉢
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鉢
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仕
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罷
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迷
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方
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又
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虚
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猶
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意
ニ
有

之
候
得
ハ
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勤
仕
之
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成
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人
取
之
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門
弟
ニ
取

立
、
宗
門
之
本
則
并
證
書
類
相
渡
し
申
候
、･･･

武
州
青
梅

鈴
法
寺
看
主

午
十
一
月
十
二
日

有

道

図８．歴代住職の墓(鈴法寺跡)

文５．鈴法寺からの書付（徳川禁令考2667）図９．歴代住職の名(鈴法寺跡)
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史
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（
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史
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友
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成
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史
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会
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福
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史
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編
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世
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平
成
３
年
）

14
（

）『
徳
川
禁
令
考

前
集
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五
』（
禁
令
考2667

）

15
（

）
武
田
鏡
村
『
虚
無
僧
―
聖
と
俗
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形
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た
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書
房
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正
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『
尺
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史
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版
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成
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※
本
稿
は
文
献
（

）（
拙
著
）
の
一
部
を
利
用
し
、
新
た
に
書
き
加
え
た
も
の
で
す
。
虚
無
僧
の
歴
史
に
つ
い
て
は
同
書

17

が
詳
し
い
で
す
。

伊
達
虚
無
僧
の
図

天
蓋
を
被
り
丸
絎
の
帯
を
前
に
結
び
黒
漆
の
下
駄

ま
る
ぐ
け

を
履
い
て
尺
八
を
吹
く

（
「
守
貞
慢
稿
」
よ
り
）

（
『
あ
ゆ
み
』
第

号
、
平
成

年

月
）
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4
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